
厚木市国土強靭化地域計画改定に係る意見交換会について 

 

意見交換会の名称 厚木市国土強靭化地域計画改定に係る意見交換会 

開催日時 令和６年 10 月 31 日（木）午後７時から８時まで 

開催場所 厚木市役所本庁舎４階大会議室 

参加者数 ３人 

担当課 危機管理課 

結果公開日 令和６年 11 月 26 日（火） 

会議の経過 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 意見交換会 

 (１) 厚木市国土強靭化地域計画改定について 

 (２) 意見交換 

４ 閉会 

 質問・意見の概要 市の考え方 

1 

計画改定の周知方法はどうされるので

しょうか。 

ホームページへの公開などを検討して

います。また、地域における講話などでも

周知を図ってまいります。 

2 

計画の改定について、国と県の改定に

合わせていますか。また、市が県より先行

して改定している理由はなぜでしょうか。 

今回の計画改定は国の改定に伴い、

速やかに改定を実施しているものです。

県の計画改定が行われた際は、必要な

場合整合を図ります。 

3 

年明けにパブリックコメントが予定されて

いますが、周知が重要です。この際に説

明会の実施などを検討していただきたい

です。 

御意見として、参考にさせていただきま

す。 

4 

資料 15 ページの BCP とは何の略でし

ょうか。資料記載の際には、脚注を記載

すべきだと思います。 

BCP とは事業継続計画の略称となりま

す。今後資料は修正します。 



5 

自主防災についてどのように考えられ

ていますか。自治会単位では、高齢化な

どがあり難しくなってきています。台湾での

地震の際など、民間企業が避難所運営

等に関わったようです。民間企業との連

携を考えてはどうでしょうか。 

国の基本計画でも多様な市民セクター

の参画による地域防災力の向上とありま

すので、参考とさせていただきます。 

6 

資料 21 ページの 2-3 に学校給食セン

ターの整備とあるが、なぜここに該当する

のか。 

北部学校給食センターが災害時の炊

き出しに使用できるようになっているた

め、記載しております。 

7 

拠点機能形成車が相川分署で運用し

ていると思いますが、周辺が田んぼであり

道路が寸断される可能性があります。岩

盤の強い場所に移動するべきではないで

しょうか。 

いただいた御意見は担当部署に情報

共有させていただきます。 

8 

資料 23 ページのかんがい排水路の改

修について。先日の大雨の際に車が２台

浸水した箇所があります。道路の下に用

水路があり、排水口が閉まっていたため、

水が流れませんでした。堰や排水口等の

自動化など今後何かできればと考えてい

ます。 

いただいた御意見は担当部署に情報

共有させていただきます。 

 


